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リスト掲載後の各市

町村との契約協議に

ついて

これまでは県が公募型プロポーザルにより業者を選定し、市町村が業務委託契約を

締結するという流れであると見受けられますが、今回のリスト掲載後の契約協議に

ついてはどのように進むのでしょうか。

各市町村で公募型プロポーザルが実施されるのか、リスト掲載の複数事業者への面

談をもって選定されるのか、現時点の想定をご教示願います。

各市町村は、業務内容や契約目的に応じて、地方自治法や各市町村が定める契約事

務規則等に基づき、適切な選定方法（一般競争入札、随意契約、公募型プロポーザ

ル、任期付採用など）を選択します。

委託であれば公募型プロポーザル、雇用であれば面接などの方法で選定が行われる

と想定されます。
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